
収入の部

学生生徒等納付金収入

保育料収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ △

入園料収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ △

施設設備資金収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ △

教材費収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ △

冷暖房費収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ △

その他納付金収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ △

施設等利用給付費収入

手数料収入

入園検定料収入

証明手数料収入

その他手数料収入

寄付金収入

特別寄付金収入

一般寄付金収入

補助金収入

国庫補助金収入

埼玉県補助金収入

その他の都道府県補助金収入

市町村補助金収入

施設型給付費収入

資産売却収入

施設設備売却収入

有価証券売却収入

その他の資産売却収入

付随事業・収益事業収入

補助活動収入

給食費収入

用品代収入

特別活動費収入

通園バス維持費収入

保育所収入

その他の補助活動収入

施設等利用給付費収入

受託事業収入

収益事業収入

差　　　異（A-B)

令和４年度資金収支計算書

令和　４年　４月　１日から

令和  ５年　３月３１日まで
（単位：円）

科　　　　　　　　　　目 予　　　算（A) 決　　　　算（B)

1



受取利息・配当金収入

第３号基本金引当特定資産運用収入

その他の受取利息・配当金収入

雑収入

施設設備利用料収入

廃品売却収入

退職金財団資金収入

過年度修正収入

その他の雑収入

借入金等収入

長期借入金収入

短期借入金収入

学校債収入

前受金収入

保育料前受金収入

入園料前受金収入

施設設備資金前受金収入

教材費前受金収入

その他の前受金収入

その他の収入

第２号基本金引当特定資産取崩収入

第３号基本金引当特定資産取崩収入

退職給与引当特定資産取崩収入

減価償却引当特定資産取崩収入

施設設備引当特定資産取崩収入

その他の特定資産取崩収入

前期末未収入金収入

貸付金回収収入

預り金受入収入

立替金回収収入

仮払金回収収入

預託金回収収入

収益事業元入金回収収入

資金収入調整勘定 △ △

期末未収入金 △ △

前期末前受金 △ △

前期末保育料前受金 △ △

前期末入園料前受金 △ △

前期末施設設備資金前受金 △ △

前期末教材費前受金 △ △

前期末その他の前受金 △ △

前年度繰越支払資金

収入の部合計

科　　　　　　　　　　目 予　　　算（A) 決　　　　算（B) 差　　　異（A-B)

2



支出の部

人件費支出

教員人件費支出

職員人件費支出

役員報酬支出

退職金支出

経費支出

消耗品費支出

光熱水費支出

旅費交通費支出

奨学費支出

修繕費支出

福利費支出

通信運搬費支出

印刷製本費支出

損害保険料支出

賃借料支出

公租公課支出

車両燃料費支出

諸会費支出

広報費支出

報酬委託手数料支出

渉外費支出

給食費支出

用品代支出

行事費支出

デリバティブ運用損支出

雑費支出

過年度修正支出

借入金等利息支出

借入金利息支出

学校債利息支出

手形割引料支出

借入金等返済支出

借入金返済支出

学校債返済支出

施設関係支出

土地支出

建物支出

構築物支出

建設仮勘定支出

その他の施設関係支出

設備関係支出

機器備品支出

図書支出

車両支出

ソフトウェア支出

電話加入権支出

その他の設備関係支出

科　　　　　目 予　　　算（A) 決　　　　算（B) 差　　　異（A-B)

3



資産運用支出

有価証券購入支出

第２号基本金引当特定資産繰入支出

第３号基本金引当特定資産繰入支出

退職給与引当特定資産繰入支出

減価償却引当特定資産繰入支出

施設設備引当特定資産繰入支出

その他の特定資産繰入支出

収益事業元入金支出

その他の支出

貸付金支払支出

手形債務支払支出

前期末未払金支払支出

預り金支払支出

前払金支払支出

立替金支払支出

仮払金支払支出

預託金支払支出

（ )

資金支出調整勘定 △ △

期末未払金 △ △

前期末前払金 △ △

期末手形債務 △ △

翌年度繰越支払資金

（注）　予算の欄の予備費の項の（　　）内には、予備費の使用額を記載し、（　　）外には、未使用額を記載する。

予備費の使用額には、該当項目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。

注記：１　　埼玉県補助金収入のうち保育料等軽減事業補助金

（家計急変分） 円

（被災幼児分） 円

支出の部合計

〔予備費〕

科　　　　　目 予　　　算（A) 決　　　　算（B) 差　　　異（A-B)

4



学生生徒等納付金収入

保育料収入

（埼玉県補助金による軽減額（△）） △ △ △ △ △

入園料収入

（埼玉県補助金による軽減額（△）） △ △ △ △ △

施設設備資金収入

（埼玉県補助金による軽減額（△）） △ △ △ △ △

教材費収入

（埼玉県補助金による軽減額（△）） △ △ △ △ △

冷暖房費収入

（埼玉県補助金による軽減額（△）） △ △ △ △ △

その他の納付金収入

（埼玉県補助金による軽減額（△）） △ △ △ △ △

施設等利用給付費収入

手数料収入

入園検定料収入

証明手数料収入

その他手数料収入

寄付金収入

特別寄付金収入

一般寄付金収入

補助金収入

国庫補助金収入

埼玉県補助金収入

その他の都道府県補助金収入

市町村補助金収入

施設型給付費収入

資産売却収入

施設設備売却収入

有価証券売却収入

その他の資産売却収入

付随事業・収益事業収入

補助活動収入

給食費収入

用品代収入

特別活動費収入

通園バス維持費収入

保育所収入

その他の補助活動収入

施設等利用給付費収入

受託事業収入

収益事業収入

幼稚園学校法人

令和４年度資金収支内訳表

令和　４年　４月　１日から

令和  ５年　３月３１日まで

（単位：円）

幼稚園 総　　　　額

収　入　の　部

　科　目　　　　　　　　　　　　部　門

5



受取利息・配当金収入

第３号基本金引当特定資産運用収入

その他の受取利息・配当金収入

雑収入

施設設備利用料収入

廃品売却収入

退職金財団資金収入

過年度修正収入

その他の雑収入

借入金等収入

長期借入金収入

短期借入金収入

学校債収入

学校法人 総　　　　額　科　目　　　　　　　　　　部　門 幼稚園 幼稚園

計

6



（単位　円）

人件費支出

教員人件費支出

職員人件費支出

役員報酬費支出

退職金支出

経費支出

消耗品費支出

光熱水費支出

旅費交通費支出

奨学費支出

修繕費支出

福利費支出

通信運搬費支出

印刷製本費支出

損害保険料支出

賃借料支出

公租公課支出

車両燃料費支出

諸会費支出

広報費支出

報酬委託手数料支出

渉外費支出

給食費支出

用品代支出

行事費支出

デリバティブ運用損支出

雑費支出

過年度修正支出

借入金等利息支出

借入金利息支出

学校債利息支出

手形割引料支出

借入金等返済支出

借入金返済支出

学校債返済支出

施設関係支出

土地支出

建物支出

構築物支出

建設仮勘定支出

その他の施設関係支出

設備関係支出

機器備品支出

図書支出

車両支出

ソフトウェア支出

電話加入権支出

その他の設備関係支出

幼稚園 総　　　　額幼稚園学校法人　科　目　　　　　　　　　　部　門

支　出　の　部

計

7



学校法人 幼稚園 幼稚園 備　　考

教員人件費支出

本務教員

本俸

期末手当

その他の手当

所定福利費

兼務教員

職員人件費支出

本務職員

本俸

期末手当

その他の手当

所定福利費

兼務職員

役員報酬支出

退職金支出

教　　員

職　　員

計

科目　　　　　部門 総　　　　額

令和４年度人件費支出内訳表

令和　４年　４月　１日から
令和　５年　３月３１日まで

（単位　円）

8



学生生徒等納付金

保育料

（埼玉県補助金による軽減額） △ △

入園料

（埼玉県補助金による軽減額） △ △

施設設備資金

（埼玉県補助金による軽減額） △ △

教材費

（埼玉県補助金による軽減額） △ △

冷暖房費

（埼玉県補助金による軽減額） △ △

その他の納付金

（埼玉県補助金による軽減額） △ △

施設等利用給付費

手数料

入園検定料

証明手数料

その他手数料

寄付金

特別寄付金

一般寄付金

現物寄付

経常費等補助金

国庫補助金

埼玉県補助金

その他の都道府県補助金

市町村補助金

施設型給付費

付随事業収入

補助活動収入

給食費

用品代

特別活動費

通園バス維持費

保育所収入

その他の補助活動収入

施設等利用給付費

受託事業収入

雑収入

施設設備利用料

廃品売却収入

退職金財団資金収入

その他の雑収入

教育活動収入計

令和４年度事業活動収支計算書

令和　４年　４月　１日から

令和  ５年　３月３１日まで
（単位：円）

科　　　　　　　　　　目 決　　　　　　算（B) 差　　　異（A-B)予　　　　　算（A)

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

9



人件費

教員人件費

職員人件費

役員報酬

退職給与引当金繰入額

退職金

経費

消耗品費

光熱水費

旅費交通費

奨学費

修繕費

福利費

通信運搬費

印刷製本費

損害保険料

賃借料

公租公課

車両燃料費

諸会費

広報費

報酬委託手数料

渉外費

給食費

用品代

行事費

雑費

減価償却額

徴収不能額等

徴収不能引当金繰入額

徴収不能額

教育活動支出計

教育活動収支差額

受取利息・配当金

第３号基本金引当特定資産運用収入

その他の受取利息・配当金

その他の教育活動外収入

収益事業収入

教育活動外収入計

借入金等利息

借入金利息

学校債利息

手形割引料

その他の教育活動外支出

教育活動外支出計

教育活動外収支差額

経常収支差額

科　　　　　　　　　　目 予　　　　　算（A) 差　　　異（A-B)

教
育
活
動
収
支

決　　　　　　算（B)科　　　　　　　　　　目 差　　　異（A-B)

事
業
活
動
支
出
の
部

決　　　　　　算（B)

科　　　　　　　　　　目 決　　　　　　算（B) 差　　　異（A-B)

予　　　　　算（A)

事
業
活
動
支
出
の
部

教
育
活
動
外
収
支

予　　　　　算（A)

事
業
活
動
収
入
の
部

10



資産売却差額

施設設備売却差額

有価証券売却差額

その他の資産売却差額

その他の特別収入

施設設備寄付金

現物寄付

施設設備国庫補助金

施設設備埼玉県補助金

施設設備その他の都道府県補助金

施設設備市町村補助金

過年度修正額

特別収入計

資産処分差額

施設設備処分差額

有価証券処分差額

ソフトウェア処分差額

その他の資産処分差額

有姿除却等損失

その他の特別支出

災害損失

デリバティブ運用損

過年度修正額

特別支出計

特別収支差額

（ ）

基本金組入前当年度収支差額

基本金組入額合計 △ △

当年度収支差額

前年度繰越収支差額

基本金取崩額

翌年度繰越収支差額

（参考）

事業活動収入計

事業活動支出計

（注）　予算の欄の予備費の項の（　　）内には、予備費の使用額を記載し、（　　）外には、未使用額を記載する。

予備費の使用額には、該当項目に振り替えて記載し、その振替科目及びその金額を注記する。

注記：１　　埼玉県補助金のうち保育料等軽減事業補助金

（家計急変分） 円

（被災幼児分） 円

決　　　　　　算（B)科　　　　　　　　　　目 差　　　異（A-B)

決　　　　　　算（B) 差　　　異（A-B)

予　　　　　算（A)

〔予備費〕

科　　　　　　　　　　目 予　　　　　算（A)

事
業
活
動
支
出
の
部

特
別
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部
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学生生徒等納付金

保育料

（埼玉県補助金による軽減額） △ △ △ △ △

入園料

（埼玉県補助金による軽減額） △ △ △ △ △

施設設備資金

（埼玉県補助金による軽減額） △ △ △ △ △

教材費

（埼玉県補助金による軽減額） △ △ △ △ △

冷暖房費

（埼玉県補助金による軽減額） △ △ △ △ △

その他納付金

（埼玉県補助金による軽減額） △ △ △ △ △

施設等利用給付費

手数料

入園検定料

証明手数料

その他手数料

寄付金

特別寄付金

一般寄付金

現物寄付

経常費等補助金

国庫補助金

埼玉県補助金

その他の都道府県補助金

市町村補助金

施設型給付費

付随事業収入

補助活動収入

給食費

用品代

特別活動費

通園バス維持費

保育所収入

その他の補助活動収入

施設等利用給付費

受託事業収入

雑収入

施設設備利用料

廃品売却収入

退職金財団資金収入

その他の雑収入

教育活動収入計

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

令和４年度事業活動収支内訳表

令和　４年　４月　１日から

令和　５年　３月３１日まで
（単位：円）

学　校　法　人 幼稚園 幼稚園　科　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　門 総　　　　額
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人件費

教員人件費

職員人件費

役員報酬

退職給与引当金繰入額

退職金

経費

消耗品費

光熱水費

旅費交通費

奨学費

修繕費

福利費

通信運搬費

印刷製本費

損害保険料

賃借料

公租公課

車両燃料費

諸会費

広報費

報酬委託手数料

渉外費

給食費

用品代

行事費

雑費

減価償却額

徴収不能額等

徴収不能引当金繰入額

徴収不能額

教育活動支出計

教育活動収支差額

受取利息・配当金

第３号基本金引当特定資産運用収入

その他の受取利息・配当金

その他の教育活動外収入

収益事業収入

教育活動外収入計

借入金等利息

借入金利息

学校債利息

手形割引料

その他の教育活動外支出

教育活動外支出計

教育活動外収支差額

経常収支差額

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
支
出
の
部

教
育
活
動
外
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

事
業
活
動
支
出
の
部

幼稚園 総　　　　額　科　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　門 学　校　法　人 幼稚園

13



資産売却差額

施設設備売却差額

有価証券売却差額

その他の資産売却差額

その他の特別収入

施設設備寄付金

現物寄付

施設設備国庫補助金

施設設備埼玉県補助金

施設設備その他の都道府県補助金

施設設備市町村補助金

過年度修正額

特別収入計

資産処分差額

施設設備処分差額

有価証券処分差額

ソフトウェア処分差額

その他の資産処分差額

有姿除却等損失

その他の特別支出

災害損失

デリバティブ運用損

過年度修正額

特別支出計

特別収支差額

基本金組入前当年度収支差額

基本金組入額合計 △ △ △ △ △

当年度収支差額

（参考）

事業活動収入計

事業活動支出計

学　校　法　人 幼稚園 幼稚園 総　　　　額　科　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　部　門

特
別
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

事
業
活
動
支
出
の
部

14



（令和５年３月３１日）

（単位　円）

科                目 本年度末 前年度末 増    減

 固定資産

   有形固定資産

     土地

     建物

     構築物

     機器備品

     図書

     車両

     建設仮勘定

 　特定資産

     第２号基本金引当特定資産

     第３号基本金引当特定資産

     退職給与引当特定資産

     減価償却引当特定資産

     施設設備引当特定資産

     その他の特定資産

 　その他の固定資産

     借地権

     電話加入権

     施設利用権

　　 ソフトウェア

     有価証券

     収益事業元入金

     長期貸付金

     預託金

     出資金

 流動資産

     現金預金

     未収入金

     貯蔵品

     短期貸付金

     有価証券

     前払金

     立替金

     仮払金

 資産の部合計

貸借対照表

 資  産  の  部

15



科                目 本年度末 前年度末 増    減

 固定負債

     長期借入金

     学校債

     長期未払金

     退職給与引当金

     長期預り金

 流動負債

     短期借入金

     短期学校債

     手形債務

     未払金

     前受金

     預り金

     仮受金

 負債の部合計

科                目 本年度末 増    減

 基本金

     第１号基本金

     第２号基本金

     第３号基本金

     第４号基本金

 繰越収支差額

     翌年度繰越収支差額

 純資産の部合計

 負債及び純資産の部合計

　注　記
 １　重要な会計方針
   引当金の計上基準
     徴収不能引当金･･･
     退職給与引当金･･･
 ２  重要な会計方針の変更等
 ３  減価償却額の累計額の合計額  　　　　　　　　　円
 ４  徴収不能引当金の合計額　　  　　　　　　　　　　円
 ５  担保に供されている資産の種類及び額
 ６　翌年度以後の会計年度において基本金への組入を行うこととなる金額  　　　　　　　　　円
 ７　当該会計年度の末日において第４号基本金に相当する資金を有していない場合のその旨と対策
 ８　その他財政及び経営の状況を正確に判断するために必要な事項    

※注記事項については、「計算書類の注記事項の記載に関するＱ＆Ａ」（日本公認会計士協会学校法人委員会研究
報告第１６号）、「計算書類の末尾に記載する注記事項について」（日本私立学校振興共済事業団学校法人会計基準
改正Ｑ＆Ａ）等を参照の上、必要な事項を記載してください。

前年度末

 負  債  の  部

 純　資　産　の　部

16



固定資産明細表　（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

（単位　円）

※期首残高① 当期増加額② 当期減少額③ 期末残高 減価償却額の 差引期末残高 摘要
①＋②－③＝④ 累計額⑤ ④－⑤＝⑥

土 地

建 物

構 築 物

機 器 備 品

図 書

車 両

建 設 仮 勘 定

計

第２号基本金引当特定資産

第３号基本金引当特定資産

退 職 給 与 引 当 特 定 資 産

減 価 償 却 引 当 特 定 資 産

施 設 設 備 引 当 特 定 資 産

そ の 他 の 特 定 資 産

計

借 地 権

電 話 加 入 権

施 設 利 用 権

ソ フ ト ウ ェ ア

有 価 証 券

収 益 事 業 元 入 金

長 期 貸 付 金

預 託 金

出 資 金

計  

 

（注）　１　贈与、災害による廃棄その他特殊な事由による増加若しくは減少があった場合又は同一科目について資産総額の1/100に相当する金額（その額が
　　　　　3,000万円を超える場合には、3,000万円）を超える額の増加若しくは減少があった場合には、それぞれの理由を摘要の欄に記載する。
　　　　２　「※ 期首残高」の欄には、原取得価額を記載する。

科目

 
有
形
固
定
資
産

特
定
資
産

そ
の
他
の
固
定
資
産

         合            計

17



借入金明細表　（令和４年４月１日から令和５年３月３１日まで）

　　　　　　　　　　（単位　円）

期首残高① 当期増加額② 当期減少額③ 期末残高 利率 返済期限 摘要
①＋②－③＝④

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

小　　　　計

   

   

（注）　１　摘要の欄には、借入金の使途及び担保物件の種類を記載する。
　　　　２　同一の借入先について複数の契約口数がある場合には、借入先別に一括し、利率、返済期限、借入金の使途及び担保物件の種類について
　　　　　要約して記載することができる。

借入先

計

  　合            計

長
期
借
入
金

短
期
借
入
金

公的
金融
機関

市中
金融
機関

計

そ
の
他

公的
金融
機関

市中
金融
機関

そ
の
他

 返済期限が１年以内の
 長期借入金
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収入の部

備考 備考

学生生徒等納付金収入 受取利息・配当金収入

保育料収入 第３号基本金引当特定資産運用収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ その他の受取利息・配当金収入

入園料収入 雑収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ 施設設備利用料収入

施設設備資金収入 廃品売却収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ 退職金財団資金収入

教材費収入 過年度修正収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ その他の雑収入

冷暖房費収入 借入金等収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ 長期借入金収入

その他納付金収入 短期借入金収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ 学校債収入

施設等利用給付費収入 前受金収入

手数料収入 保育料前受金収入

入園検定料収入 入園料前受金収入

証明手数料収入 施設設備資金前受金収入

その他手数料収入 教材費前受金収入

寄付金収入 その他の前受金収入

特別寄付金収入 その他の収入

一般寄付金収入 第２号基本金引当特定資産取崩収入

補助金収入 第３号基本金引当特定資産取崩収入

国庫補助金収入 退職給与引当特定資産取崩収入

埼玉県補助金収入 減価償却引当特定資産取崩収入

その他の都道府県補助金収入 施設設備引当特定資産取崩収入

市町村補助金収入 その他の特定資産取崩収入

施設型給付費収入 前期末未収入金収入

資産売却収入 貸付金回収収入

施設設備売却収入 預り金受入収入

有価証券売却収入 立替金回収収入

その他の資産売却収入 仮払金回収収入

付随事業・収益事業収入 預託金回収収入

補助活動収入 収益事業元入金回収収入

給食費収入 資金収入調整勘定 △

用品代収入 期末未収入金 △

特別活動費収入 前期末前受金 △

通園バス維持費収入 前期末保育料前受金 △

保育所収入 前期末入園料前受金 △

その他の補助活動収入 前期末施設設備資金前受金 △

施設等利用給付費収入 前期末教材費前受金 △

受託事業収入 前期末その他の前受金 △

収益事業収入 前年度繰越支払資金

収入の部合計

令和５年度　資金収支予算書

（単位：円）

科　　　　　　　　　　目 予　　　　　算 予　　　　　　算

設置者番号　　　　　　　　　　　　

学校法人名　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　５年　４月　１日から

　　　　　　　　　　　　　　　　　令和　６年　３月３１日まで

科　　　　　　　目

①



支出の部

備考 備考

人件費支出 設備関係支出

教員人件費支出 機器備品支出

職員人件費支出 図書支出

役員報酬支出 車両支出

退職金支出 ソフトウェア支出

経費支出 電話加入権支出

消耗品費支出 その他の設備関係支出

光熱水費支出 資産運用支出

旅費交通費支出 有価証券購入支出

奨学費支出 第２号基本金引当特定資産繰入支出

修繕費支出 第３号基本金引当特定資産繰入支出

福利費支出 退職給与引当特定資産繰入支出

通信運搬費支出 減価償却引当特定資産繰入支出

印刷製本費支出 施設設備引当特定資産繰入支出

損害保険料支出 その他の特定資産繰入支出

賃借料支出 収益事業元入金支出

公租公課支出 その他の支出

車両燃料費支出 貸付金支払支出

諸会費支出 手形債務支払支出

広報費支出 前期末未払金支払支出

報酬委託手数料支出 預り金支払支出

渉外費支出 前払金支払支出

給食費支出 立替金支払支出

用品代支出 仮払金支払支出

行事費支出 預託金支払支出

デリバティブ運用損支出 〔予備費〕

雑費支出 資金支出調整勘定 △

過年度修正支出 期末未払い金 △

借入金等利息支出 前期末前払金 △

借入金利息支出 期末手形債務 △

学校債利息支出 翌年度繰越支払資金

手形割引料支出 支出の部合計

借入金等返済支出

借入金返済支出

学校債返済支出

施設関係支出

土地支出

建物支出

構築物支出

建設仮勘定支出

その他の施設関係支出

予　　　　　算科　　　　　　目科　　　　　目 予　　　　　算

②



備考 備考

学生生徒等納付金 通園バス維持費

保育料 保育所収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ その他の補助活動収入

入園料 施設等利用給付費

（埼玉県補助金による軽減額） △ 受託事業収入

施設設備資金 雑収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ 施設設備利用料

教材費 廃品売却収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ 退職金財団資金収入

冷暖房費 その他の雑収入

（埼玉県補助金による軽減額） △ 教育活動収入計

その他の納付金 備考

（埼玉県補助金による軽減額） △ 人件費

施設等利用給付費 教員人件費

手数料 職員人件費

入園検定料 役員報酬

証明手数料 退職給与引当金繰入額

その他手数料 退職金

寄付金 経費

特別寄付金 消耗品費

一般寄付金 光熱水費

現物寄付 旅費交通費

経常費等補助金 奨学費

国庫補助金 修繕費

埼玉県補助金 福利費

その他の都道府県補助金 通信運搬費

市町村補助金 印刷製本費

施設型給付費 損害保険料

付随事業収入 賃借料

補助活動収入 公租公課

給食費 車両燃料費

用品代 諸会費

特別活動費

予　　　　　　　算

科　　　　　　　　　目 予　　　　　　　算

事
業
活
動
収
入
の
部

教
育
活
動
収
支

科　　　　　　　　　目

事
業
活
動
支
出
の
部

令和５年度 事業活動収支予算書

令和　５年　４月　１日から

令和　６年　３月３１日まで

（単位：円）

科　　　　　　　　　　目 予　　　　　　算

教
育
活
動
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部
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備考 備考

広報費 資産売却差額

報酬委託手数料 施設設備売却差額

渉外費 有価証券売却差額

給食費 その他の資産売却差額

用品代 その他の特別収入

行事費 施設設備寄付金

雑費 現物寄付

減価償却額 施設設備国庫補助金

徴収不能額等 施設設備埼玉県補助金

徴収不能引当金繰入額 施設設備その他の都道府県補助金

徴収不能額 施設設備市町村補助金

教育活動支出計 過年度修正額

教育活動収支差額 特別収入計

備考 備考

受取利息・配当金 資産処分差額

第３号基本金引当特定資産運用収入 施設設備処分差額

その他の受取利息・配当金 有価証券処分差額

その他の教育活動外収入 ソフトウェア処分差額

収益事業収入 その他の資産処分差額

教育活動外収入計 有姿除却等損失

備考 その他の特別支出

借入金等利息 災害損失

借入金利息 デリバティブ運用損

学校債利息 過年度修正額

手形割引料 特別支出計

その他の教育活動外支出 特別収支差額

〔予備費〕

教育活動外支出計 基本金組入前当年度収支差額

教育活動外収支差額 基本金組入額合計 △

経常収支差額 当年度収支差額

前年度繰越収支差額

基本金取崩額

翌年度繰越収支差額

（参考）

事業活動収入計

事業活動支出計

予　　　　　　算

特
別
収
支

事
業
活
動
収
入
の
部

事
業
活
動
支
出
の
部

科　　　　　　　　　　目 予　　　　　　算 予　　　　　　算

教
育
活
動
収
支

教
育
活
動
外
収
支

科　　　　　　　目

事
業
活
動
支
出
の
部

科　　　　　　　　　　目 予　　　　　　算

事
業
活
動
収
入
の
部

科　　　　　　　　　　目 予　　　　　　算

事
業
活
動
支
出
の
部

科　　　　　　　目
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